
農
林
水
産
・
建
設
委
員
長
報
告（
概
要
）

•
議
案
12
件
を
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西有家上原農事研修施設深江特産物直売所

須川団地解体後
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委
員
長

　
　
　
占
用
料
が
上
が
っ
た

理
由
の
説
明
を
。

　
　
　
占
用
料
に
つ
い
て

は
、
国
が
平
成
30
年
の
消
費

税
改
正
と
あ
わ
せ
て
占
用
料

を
改
正
し
、
見
直
し
を
行
っ

た
。
過
去
の
占
用
料
の
考
え

方
は
、
日
本
全
国
、
ほ
ぼ
一

律
の
よ
う
な
格
好
で
設
定
し

て
あ
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も

都
市
部
と
市
町
村
部
で
は
価

格
に
格
差
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
見
直
し
を
行
っ
た
。

そ
れ
に
伴
う
県
の
改
正
も
あ

り
、
今
回
、
市
も
、
国
の
指

針
に
基
づ
い
て
変
更
を
行
っ

た
こ
と
で
、
結
果
的
に
か
な

り
上
が
っ
た
格
好
に
な
っ
た

が
、
そ
う
い
う
理
由
か
ら
、

来
年
度
か
ら
の
施
行
と
な
っ

て
い
る
。

　
　
　
県
内
は
、ほ
と
ん
ど
、

こ
の
価
格
に
な
っ
て
い
る
の

か
。

　
　
　
昨
年
、
ほ
と
ん
ど
実

施
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
島

原
半
島
で
は
、
雲
仙
市
と
南

島
原
市
が
同
じ
レ
ベ
ル
の
占

用
料
と
な
っ
て
い
る
。
島
原

市
は
若
干
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
建
物
だ
け
を
無
償
譲

渡
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
土

地
は
そ
の
ま
ま
市
の
持
ち
物

と
い
う
こ
と
か
。
ま
た
、
建

物
の
破
損
や
崩
壊
等
に
よ
り

怪
我
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ

の
責
任
は
ど
こ
が
持
つ
の

か
。
改
修
や
解
体
に
な
っ
た

場
合
の
契
約
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。

　
　
　
土
地
に
つ
い
て
は
市

の
持
ち
物
の
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
後
、土
地
に
つ
い
て
は
、

塔
ノ
坂
自
治
会
に
無
償
で
貸

与
す
る
予
定
で
あ
る
。
そ
れ

か
ら
建
物
が
原
因
で
怪
我
が

あ
っ
た
場
合
の
責
任
は
、
建

物
を
自
治
会
に
譲
渡
す
る
の

で
、
こ
れ
か
ら
先
の
責
任
に

つ
い
て
は
、
自
治
会
が
持
つ

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
改
修

や
解
体
に
つ
い
て
は
、
自
治

会
に
譲
渡
す
る
の
で
、
自
治

会
が
や
る
こ
と
に
な
る
。
た

だ
、
自
治
会
の
公
民
館
に
つ

い
て
は
、
補
助
金
が
あ
る
の

で
、
そ
う
い
う
補
助
金
を
利

用
で
き
る
。

　
　
　
こ
れ
も
先
程
と
同
じ

で
、
土
地
は
市
か
ら
無
償
貸

与
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

　
　
　
こ
こ
の
土
地
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
市
の
所
有
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
施
設

が
建
設
さ
れ
た
当
時
、
所
有

者
か
ら
市
に
寄
付
を
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
、
そ
の
寄
付
の

条
件
と
し
て
、
農
事
研
修
施

設
と
し
て
利
用
し
な
く
な
っ

た
と
き
に
は
、
返
還
を
す
る

と
い
う
契
約
に
な
っ
て
お

り
、
地
権
者
に
戻
す
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
地
権
者
は
、

自
治
会
か
ら
借
地
料
を
い
た

だ
く
形
で
話
が
で
き
て
い
る

と
聞
い
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
は
土
地
も
一
緒

に
無
償
譲
渡
す
る
の
か
。

　
　
　
土
地
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
市
の
所
有
で
、
無
償

譲
渡
は
行
わ
な
い
。今
後
は
、

賃
貸
借
契
約
で
行
う
が
、
一

定
の
収
入
が
あ
る
の
で
、
土

地
代
を
も
ら
う
形
に
な
る
。

〈
建
設
部
関
係
〉

　
　
　
須
川
団
地
の
、
解
体

工
事
費
の
減
額
と
、
返
還
金

の
理
由
の
説
明
を
。

　
　
　
解
体
工
事
の
減
額
に

つ
い
て
は
、
旧
建
物
の
地
下

の
壊
す
部
分
が
減
っ
た
の

で
、
減
額
に
な
っ
た
。
返
還

金
に
つ
い
て
は
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
の
設
計
を
木
造

に
変
更
し
た
た
め
、
そ
の
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
設
計

費
用
に
つ
い
て
補
助
金
を
も

ら
っ
て
い
た
の
で
、
返
還
し

な
い
と
い
け
な
く
な
っ
た
。

〈
そ
の
他
の
付
託
案
件
〉
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【
議
案
第
８
号
】
南
島
原

市
道
路
占
用
料
徴
収
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
13
号
】財
産
の

無
償
譲
渡
に
つ
い
て（
南

島
原
市
西
有
家
塔
の
坂

農
事
研
修
施
設
）

【
議
案
第
14
号
】財
産
の

無
償
譲
渡
に
つ
い
て（
南

島
原
市
西
有
家
上
原
農

事
研
修
施
設
）

【
議
案
第
15
号
】財
産
の

無
償
譲
渡
に
つ
い
て（
南

島
原
市
深
江
特
産
物
直

売
所
）

【
議
案
第
７
号
】南
島
原
市

農
事
研
修
施
設
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
10
号
】市
の
境
界

変
更
に
つ
い
て

【
議
案
第
11
号
】市
の
境
界

変
更
に
伴
う
財
産
処
分
に

関
す
る
協
議
に
つ
い
て

【
議
案
第
12
号
】字
の
区
域

の
変
更
に
つ
い
て

【
議
案
第
16
号
】土
地
の
取

得
に
つ
い
て

【
議
案
第
25
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市
水
道
事
業
会

計
予
算

【
議
案
第
26
号
】令
和
４
年

度
南
島
原
市
下
水
道
事
業

会
計
予
算

【
議
案
第
19
号
】令
和
３

年
度
南
島
原
市
一
般
会
計

補
正
予
算（
第
16
号
）


